
問題
もんだい

1 交通
こうつう

事故
じこ

を目撃
もくげき

しても、事故
じこ

に関係
かんけい

がないときは、負傷者
ふしょうしゃ

の救護
きゅうご

などに協力
きょうりょく

しない方
ほう

がよい。

問題
もんだい

2 交通
こうつう

事故
じこ

が起
お

きたときは、まず負傷者
ふしょうしゃ

を救護
きゅうご

し病院
びょういん

に運
はこ

んでから警察
けいさつ

に報告
ほうこく

する。

問題
もんだい

3 交通
こうつう

事故
じこ

が起
お

きたときは現場
げんば

に警察官
けいさつかん

が到着
とうちゃく

する前
まえ

でも事故
じこ

の続発
ぞくはつ

や他
た

の車
くるま

への交通
こうつう

妨害
ぼうがい

を阻止
そし

するため、

安全
あんぜん

な場所
ばしょ

に車
くるま

を移動
いどう

した方
ほう

がよい。

問題
もんだい

4 交通
こうつう

事故
じこ

を起
お

こしてしまったときは、後日
ごじつ

の示談
じだん

の交渉
こうしょう

で必要
ひつよう

なため、まず最初
さいしょ

に保険
ほけん

会社
かいしゃ

に事故
じこ

の報告
ほうこく

をするとよい。

問題
もんだい

5 交通
こうつう

事故
じこ

を起
お

こしたときは、事故
じこ

状況
じょうきょう

を残
のこ

すことが大切
たいせつ

なので他
た

の交通
こうつう

の妨
さまた

げになったとしても警察官
けいさつかん

が現場
げんば

に到着
とうちゃく

するまでは、車
くるま

を移動
いどう

してはならない。

問題
もんだい

6 交通
こうつう

事故
じこ

の責任
せきにん

は運転者
うんてんしゃ

だけが負
お

うべきであるから、車
くるま

の管理
かんり

が悪
わる

く、勝手
かって

に持
も

ち出
だ

されて起
お

きた事故
じこ

であっても

車
くるま

の持
も

ち主
ぬし

には何
なん

の責任
せきにん

もない。

問題
もんだい

7 この検査
けんさ

標章
ひょうしょう

は、3ヶ月
げつ

ごとの定期
ていき

点検
てんけん

が済
す

んでいることを表
あらわ

している。

問題
もんだい

8 交通
こうつう

事故
じこ

が起
お

きたときは、負傷者
ふしょうしゃ

の救護
きゅうご

や警察官
けいさつかん

に必要
ひつよう

な報告
ほうこく

をするのは、その事故
じこ

の責任
せきにん

の程度
ていど

が重
おも

い

運転者
うんてんしゃ

である。

問題
もんだい

9 人身
じんしん

事故
じこ

の場合
ばあい

、軽
かる

いケガでも必
かなら

ず警察官
けいさつかん

に報告
ほうこく

し、外傷
がいしょう

がなくても頭部
とうぶ

などに衝撃
しょうげき

を受
う

けたときは医師
いし

の診断
しんだん

を

受
う

けた方
ほう

がよい。

問題
もんだい

10 電柱
でんちゅう

やガードレールなど人
ひと

や車
くるま

以外
いがい

のものに車
くるま

をぶつけたときは、警察官
けいさつかん

に届
とど

ける必要
ひつよう

はない。

問題
もんだい

11 交通
こうつう

事故
じこ

の被害者
ひがいしゃ

になったときは、加害者
かがいしゃ

が警察
けいさつ

に届
とど

けるので、何
なに

もしなくてよい。

問題
もんだい

12 自動車
じどうしゃ

検査
けんさ

証
しょう

は重要
じゅうよう

な書類
しょるい

なので、自宅
じたく

に大切
たいせつ

に保管
ほかん

し、運転
うんてん

するときはコピーを備
そな

え付
つ

けるとよい。

問題
もんだい

13 四輪
よんりん

車
しゃ

のフロントガラスに貼
は

られている検査
けんさ

標章
ひょうしょう

は車両
しゃりょう

検査
けんさ

が済
す

んでいることを表
あらわ

している。

問題
もんだい

14 車
くるま

を他人
たにん

に貸
か

したとき、借
か

りた人
ひと

が起
お

こした交通
こうつう

事故
じこ

の責任
せきにん

はすべて借
か

りた人
ひと

にある。

問題
もんだい

15 自動車
じどうしゃ

は登録
とうろく

を受
う

けていれば番号
ばんごう

標
ひょう

(ナンバープレート）をつける必要
ひつよう

はない。

問題
もんだい

16 この検査
けんさ

標章
ひょうしょう

は、次回
じかい

の点検
てんけん

の年月
ねんげつ

を表
あらわ

している。

問題
もんだい

17 自動車
じどうしゃ

や原動機
げんどうき

付
つき

自転車
じてんしゃ

に乗
の

るときは、自賠責
じばいせき

保険
ほけん

、自賠責
じばいせき

共済
きょうさい

のいずれかに加入
かにゅう

しなければならない。

問題
もんだい

18 交通
こうつう

事故
じこ

が起
お

きた場合
ばあい

、後続
こうぞく

事故
じこ

のおそれがあったが、頭部
とうぶ

から出
しゅつ

血
けつ

していたので負傷者
ふしょうしゃ

を動
うご

かさずにその

ままにしておいた。

問題
もんだい

19 二輪
にりん

車
しゃ

は自動車
じどうしゃ

賠償
ばいしょう

責任
せきにん

保険
ほけん

か責任
せきにん

共済
きょうさい

保険
ほけん

が切
き

れていても、任意
にんい

保険
ほけん

に加入
かにゅう

していれば運転
うんてん

できる。

問題
もんだい

20 自動車
じどうしゃ

は登録
とうろく

（届出
とどけで

）を受
う

けて番号
ばんごう

標
ひょう

（ナンバープレート）をつけなければ運転
うんてん

することはできない。

問題
もんだい

21 交通
こうつう

事故
じこ

が起
お

きたときは、運転者
うんてんしゃ

は、事故
じこ

が発生
はっせい

した場所
ばしょ

、負傷者
ふしょうしゃ

数
すう

や負傷
ふしょう

の程度
ていど

、物
もの

の損壊
そんかい

程度
ていど

、事故
じこ

車両
しゃりょう

の

積載物
せきさいぶつ

などを警察官
けいさつかん

に報告
ほうこく

し、指示
しじ

を受
う

ける。

問題
もんだい

22 交通
こうつう

事故
じこ

や故障
こしょう

で困
こま

っている人
ひと

を見
み

かけたら、連絡
れんらく

や救護
きゅうご

にあたるなど、お互
たが

いに協力
きょうりょく

し合
あ

う心
こころ

がけが大切
たいせつ

である。

問題
もんだい

23 自動車
じどうしゃ

の所有者
しょゆうしゃ

は陸運局
りくうんきょく

で登録
とうろく

（届出
とどけで

）を受
う

けて、番号
ばんごう

表
ひょう

（ナンバープレート）をつけなければならない。

問題
もんだい

24 フロントガラスの中央
ちゅうおう

に貼
は

ってあるステッカーの数字
すうじ

は、自賠責
じばいせき

保険
ほけん

の有効
ゆうこう

期限
きげん

を示
しめ

している。

問題
もんだい

25 自動車
じどうしゃ

を運転
うんてん

するときは、有効
ゆうこう

な自動車
じどうしゃ

検査
けんさ

証
しょう

と自動車
じどうしゃ

損害
そんがい

賠償
ばいしょう

責任
せきにん

保険
ほけん

証明書
しょうめいしょ

または責任
せきにん

共済
きょうさい

証明書
しょうめいしょ

を

備
そな

えているか確
たし

かめることが大切
たいせつ

である。

問題
もんだい

26 原動機付自転車
げんどうきつきじてんしゃ

に乗
の

るときは、必
かなら

ず自動車
じどうしゃ

損害
そんがい

賠償
ばいしょう

責任
せきにん

保険
ほけん

か責任
せきにん

共済
きょうさい

に加入
かにゅう

する必要
ひつよう

がある。

問題
もんだい

27 事故
じこ

現場
げんば

では、不用意
ふようい

にたばこを吸
す

ったり、ライターに火
ひ

をつけたりしてはいけない。

問題
もんだい

28 自動車
じどうしゃ

を運転
うんてん

するときは、運転
うんてん

免許証
めんきょしょう

は携帯
けいたい

しなければならないが、自動車
じどうしゃ

検査
けんさ

証
しょう

や自動車
じどうしゃ

損害
そんがい

賠償
ばいしょう

責任
せきにん

保険
ほけん

証明書
しょうめいしょ

などを備
そな

える必要
ひつよう

はない。

問題
もんだい

29 事故
じこ

現場
げんば

には燃料
ねんりょう

がもれていたり、危険
きけん

な荷物
にもつ

があったりするので、火気
かき

に十分
じゅうぶん

注意
ちゅうい

する。

問題
もんだい

30 検査
けんさ

標章
ひょうしょう

は、自動車
じどうしゃ

の前面
ぜんめん

ガラスの内側
うちがわ

に前方
ぜんぽう

から見
み

やすいように貼
は

り付
つ

けて表示
ひょうじ

しなければならない。

問題
もんだい

31 自動車
じどうしゃ

検査
けんさ

証
しょう

の有効
ゆうこう

期限
きげん

が切
き

れているが、整備
せいび

をしてあるので運転
うんてん

しても問題
もんだい

ない。

問題
もんだい

32 総排気量
そうはいきりょう

250ＣＣ以下
いか

の普通
ふつう

自動
じどう

二輪
にりん

車
しゃ

には、自動車
じどうしゃ

検査
けんさ

の義務
ぎむ

はない。

問題
もんだい

33 車両
しゃりょう

総重量
そうじゅうりょう

8,000キログラム以上
いじょう

の中型
ちゅうがた

貨物
かもつ

自動車
じどうしゃ

は、3ヶ月
げつ

ごとに定期
ていき

点検
てんけん

を行
おこな

わなければならない。

問題
もんだい

34 自家用
じかよう

の普通
ふつう

乗用
じょうよう

自動車
じどうしゃ

は、1年
ねん

ごとに定期
ていき

点検
てんけん

を行
おこな

わなければならない。

問題
もんだい

35 自家用
じかよう

の大型
おおがた

自動
じどう

二輪
にりん

車
しゃ

は、3ヶ月
げつ

ごとに定期
ていき

点検
てんけん

を行
おこな

わなければならない。

問題
もんだい

36 大型
おおがた

自動
じどう

二輪
にりん

車
しゃ

や普通
ふつう

自動
じどう

二輪
にりん

車
しゃ

を所有
しょゆう

する場合
ばあい

は、自動車
じどうしゃ

損害
そんがい

賠償
ばいしょう

責任
せきにん

保険
ほけん

（共済
きょうさい

）に加入
かにゅう

しなければならない。

問題
もんだい

37 原動機付自転車
げんどうきつきじてんしゃ

は、自動車
じどうしゃ

損害
そんがい

賠償
ばいしょう

責任
せきにん

保険
ほけん

に加入
かにゅう

する義務
ぎむ

はない。

問題
もんだい

38 自動車
じどうしゃ

損害
そんがい

賠償
ばいしょう

責任
せきにん

保険
ほけん

は人身
じんしん

事故
じこ

に限
かぎ

り保険金
ほけんきん

が支払
しはら

われ、物損
ぶっそん

事故
じこ

には適用
てきよう

されない。

問題
もんだい

39 運転者
うんてんしゃ

は万一
まんいち

のことを考
かんが

え、任意
にんい

保険
ほけん

にも加入
かにゅう

しておくのがい。

問題
もんだい

40 原動機付自転車
げんどうきつきじてんしゃ

は、自動車
じどうしゃ

検査
けんさ

（車検
しゃけん

）がないので、自動車
じどうしゃ

損害
そんがい

賠償
ばいしょう

責任
せきにん

保険
ほけん

の有効
ゆうこう

期限
きげん

に注意
ちゅうい

する。

履修
りしゅう

番号
ばんごう
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問題
もんだい

41 自動車
じどうしゃ

検査
けんさ

証
しょう

や自動車
じどうしゃ

損害
そんがい

賠償
ばいしょう

責任
せきにん

保険
ほけん

証明書
しょうめいしょ

などは、紛失
ふんしつ

防止
ぼうし

のため自宅
じたく

に保管
ほかん

し、車
くるま

にはそのコピーを

備
そな

えておくとよい。

問題
もんだい

42 ひき逃
に

げ事故
じこ

を見
み

かけたら、負傷者
ふしょうしゃ

の救護
きゅうご

にあたり、車
くるま

のナンバー、車種
しゃしゅ

、色等
いろなど

車
くるま

の特徴
とくちょう

や逃
に

げた方向
ほうこう

等
など

を110番
ばん

する。

問題
もんだい

43 交通
こうつう

事故
じこ

の当事者
とうじしゃ

は、その事故
じこ

の軽重
けいちょう

に関係
かんけい

なく、負傷者
ふしょうしゃ

の救護
きゅうご

や警察官
けいさつかん

への報告
ほうこく

をしなければならない。

問題
もんだい

44 自動車
じどうしゃ

を運転
うんてん

するときは、有効
ゆうこう

な自動車
じどうしゃ

検査
けんさ

証
しょう

を自動車
じどうしゃ

に備
そな

えておかなければならないが、自動車
じどうしゃ

損害
そんがい

賠償
ばいしょう

責任
せきにん

保険
ほけん

証明書
しょうめいしょ

(責任
せきにん

共済
きょうさい

証明書
しょうめいしょ

も含
ふく

む）は義務付
ぎむづ

けられていない。

問題
もんだい

45 自賠責
じばいせき

保険
ほけん

と任意
にんい

保険
ほけん

は任意
にんい

のものなので必
かなら

ず加入
かにゅう

する必要
ひつよう

はない。

問題
もんだい

46 自家用
じかよう

の大型
おおがた

乗用
じょうよう

自動車
じどうしゃ

の定期
ていき

点検
てんけん

は、1ヶ月
げつ

ごとに行
おこな

わなければならない。

問題
もんだい

47 交通
こうつう

事故
じこ

が起
お

きたときは、むやみに負傷者
ふしょうしゃ

を動
うご

かすべきではないが、事故
じこ

の続発
ぞくはつ

の恐
おそ

れがある場合
ばあい

は、早
はや

く負傷者
ふしょうしゃ

を

救出
きゅうしゅつ

して安全
あんぜん

な場所
ばしょ

へ移動
いどう

する。

問題
もんだい

48 交通
こうつう

事故
じこ

を起
お

こしても物
もの

の損壊
そんかい

だけの事故
じこ

であり、現場
げんば

で示談
じだん

がついたときは、警察官
けいさつかん

に報告
ほうこく

しなくてもよい。

問題
もんだい

49 自賠責
じばいせき

保険
ほけん

か責任
せきにん

共済
きょうさい

に加入
かにゅう

していなければ、自動車
じどうしゃ

（原動機付自転車
げんどうきつきじてんしゃ

も含
ふく

む。）を運転
うんてん

することができない。

問題
もんだい

50 フロントガラスの中央
ちゅうおう

に貼
は

ってあるステッカーの数字
すうじ

は、次回
じかい

の自動車
じどうしゃ

検査
けんさ

の時期
じき

（年月
ねんげつ

）を示
しめ

している。



履修番号24　解答　

問題
もんだい

1 × 問題
もんだい

26○
問題
もんだい

2 × 問題
もんだい

27○
問題
もんだい

3 ○ 問題
もんだい

28×
問題
もんだい

4 × 問題
もんだい

29○
問題
もんだい

5 × 問題
もんだい

30○
問題
もんだい

6 × 問題
もんだい

31×
問題
もんだい

7 × 問題
もんだい

32○
問題
もんだい

8 × 問題
もんだい

33○
問題
もんだい

9 ○ 問題
もんだい

34○
問題
もんだい

10× 問題
もんだい

35×
問題
もんだい

11× 問題
もんだい

36○
問題
もんだい

12× 問題
もんだい

37×
問題
もんだい

13× 問題
もんだい

38○
問題
もんだい

14× 問題
もんだい

39○
問題
もんだい

15× 問題
もんだい

40○
問題
もんだい

16× 問題
もんだい

41×
問題
もんだい

17○ 問題
もんだい

42○
問題
もんだい

18× 問題
もんだい

43○
問題
もんだい

19× 問題
もんだい

44×
問題
もんだい

20○ 問題
もんだい

45×
問題
もんだい

21○ 問題
もんだい

46×
問題
もんだい

22○ 問題
もんだい

47○
問題
もんだい

23○ 問題
もんだい

48×
問題
もんだい

24× 問題
もんだい

49○
問題
もんだい

25○ 問題
もんだい

50○

☆見直しのポイント

不正解だった問題やわからなかった問題は、学科教本に
マークし、後で暗記できる状態（明日になると忘れてしまいま
すので・・・）にしておきましょう。→問題で覚えると、文章など
が変わるとわからなくなります。


